
平
成
八
年
総
理
府
令
第
三
十
六
号

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
関
係
の
整
理
に

関
す
る
政
令
第
三
条
第
二
項
の
表
の
第
三
号
に
規
定
す
る
粉
砕
装
置
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る

政
令
（
平
成
八
年
政
令
第
二
百
号
）
第
三
条
第
二
項
の
表
の
第
四
号
下
欄
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
排
他
的
経
済
水
域

に
お
け
る
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る
政
令
第
三
条
第
二
項

の
表
の
第
四
号
に
規
定
す
る
粉
砕
装
置
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
総
理
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
関
係
の
整
理
に
関

す
る
政
令
第
三
条
第
二
項
の
表
の
第
三
号
下
欄
ロ
の
粉
砕
装
置
に
係
る
環
境
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
装
置
に
送
り
込
ま
れ
た
廃
棄
物
を
最
大
径
二
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
状
態
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二
　
動
揺
及
び
振
動
に
よ
り
そ
の
性
能
に
支
障
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
保
守
及
び
清
掃
が
容
易
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
一
四
日
総
理
府
令
第
九
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
九
日
環
境
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
一
五
日
環
境
省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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